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○有田市への申告が必要ない方 
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○申告方法・提出書類 

 

方法１．電子申告（スマートフォン等から申告書の作成とオンラインによる送信）に必要なもの  

詳細は、有田市ホームページより「電子申告について」（右のＱＲコード）をご覧ください 

方法２．書面での申告（郵送又は来庁による窓口提出）に必要なもの 

 

 

 所得・控除を申告するときに必要な添付書類（方法１・方法２のどちらの場合にも必要） 

 

 

  

[電子申告について] 
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○申告書の書き方 

※ 以下の手順は、書面での申告される場合を主として記載しています。電子申告の場合は、スマ

ートフォン等の画面操作に従い、ご入力ください。 

 手順１ 本人情報を記入する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

○
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手順２ 収入金額、所得金額を計算し記入する 
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手順３ 所得から差し引かれる金額（所得控除額）を計算し記入する 



6 



7 

 

手順４ その他の事項を記入する 


